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平成30年３月橋本市議会定例会会議録（第４号）その４ 

平成30年２月21日（水） 

                                           

（午前11時20分 再開） 

○議長（岡 弘悟君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番15、１番 松浦君。 

〔１番（松浦健次君）登壇〕 

○１番（松浦健次君）皆さん、こんにちは。 

 私の体調不良のために皆さんにご迷惑をお

かけしまして、本当に申しわけございません

でした。また、いろいろ便宜を図っていただ

きまして、助かりました。感謝申し上げます。

ありがとうございました。 

 では、一般質問をさせていただきます。 

 私は次の三点について質問します。 

 １、教育の本質に関する市長の答弁への疑

問。 

 ２、自治基本条例の問題点をただす。 

 ３、高野口斎場の運営委託契約の入札結果

と、私が指摘し提案したように入札制度のあ

り方の改善がなされたのか。なされたならば、

その内容をご説明願います。 

 以下、順を追って説明いたします。 

 12月議会で私は、国の安泰についても中国

や北朝鮮の危険性を指摘し、憲法の前文規定

は日本の安泰の環境と真逆に近い内容だから、

その旨を学校で教えるべきだと主張しました。 

 これに対して市長は、それは国がしっかり

決めるべきだ、そういった偏った教育はいけ

ない、教師が教えられるか疑問だ、教師にも

一人ひとり異なった考え方がある、学習指導

要領に沿った教育をしているから何ら問題は

ないとの答弁をいただきました。 

 その根拠を伺います。 

 ２、自治基本条例の問題をただす。 

 ①この条例をつくった場合のメリットとデ

メリット。 

 ②この条例をつくらなかった場合のメリッ

トとデメリット。 

 つくった場合とつくらなかった場合のメリ

ットとデメリットを伺います。 

 この条例に最高法規性を認めることの違憲

性等々について伺います。 

 最後に３番、高野口斎場の運営委託契約の

入札にあたり、私が指摘し提案したような入

札のあり方を決定されましたのか、その内容

を伺います。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君の質問項

目１、教育の本質に関する市長の答弁への疑

問に対する答弁を求めます。 

 市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）松浦議員の質問にお答

えします。 

 教育の本質に関する市長の答弁への疑問に

ついてお答えします。 

 国の安泰について、平成29年12月議会一般

質問においてただしがあり、教育長が答弁し

たところですが、その中で議員より教育長の

任命権者として私の見解をただされ、それに

答弁した内容にいくつかのご指摘があります

ので、お答えします。 

 まず、公立学校における教育は、中立、公

平であるべきところ、これは国が定める教育

基本法や学習指導要領等に基づき指導するこ

とにより保障されていると考えます。 

 議員おただしの国の安泰については、学習

指導要領に示されている平和について学習す

ることで、児童・生徒が学び理解し、将来、

判断していける態度を養えるものと思います。 
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 学校現場においては、憲法や学校教育法、

学習指導要領に基づき教育していますので、

憲法改正等については国において議論をして

いただき、それが反映された指導要領等に基

づき指導することで、子どもたちが学んでい

けるものと考えます。 

 また、教職員についてもそれぞれ多様な価

値観や考え方を持っています。とはいえ、教

育の中立性、公平性を考慮すると、指導要領

等に従った基本的な教育を優先する必要があ

ります。 

 国の安泰や平和の学習については、ほかの

教科のように正解が一つというわけではあり

ませんので、教職員も多岐にわたり情報を収

集していることと思います。そんな中で教職

員がいろいろな時事問題等をバランスよく子

どもたちに情報提供することで、子どもたち

は偏ることなくさまざまな考え方があること

を学んでいけるものと考えます。 

 これらの学習を通じて、平和実現のために、

自分たちは何ができるのか、何をすべきかに

ついて考えられる大人に成長してほしいと願

っています。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君、再質問

ありますか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）私の一つひとつの質問

についての、一つひとつの答弁にはなってい

ないんですけども、答弁に沿って再質問をし

ていきたいと思います。 

 まず、憲法改正等については国において議

論していただき、それが反映された指導要領

に基づき指導することで云々と答弁されまし

たけれども、私は憲法改正については一言も

述べておりません。もし、憲法改正について

私が述べていると誤解されて、偏ったと判断

された前議会での答弁であれば、それは誤解

に基づくものであるので、撤回していただき

たいと思いますが、いかがですか。 

○議長（岡 弘悟君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）松浦議員の質問にお答

えします。 

 先ほども私、議事録を読ませていただいた

んですけども、憲法第９条の部分で、これは

何の根拠もないことであるというような、実

績もないというような表現をされております。

そういうことはやはり憲法第９条についての

問題を言っておられるのかなというふうに私

は判断しています。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）それはつけ足しで、私

の言うたのは、第９条を話したのはつけ足し

でありまして、本質的なことは、世界の情勢

は日本の憲法の言うように安全と独立を委ね

ていいような国家の集まりではないと、そこ

のところをしっかり現状を教えるべきだとい

うことを申し上げたのでありまして、憲法改

正云々については何ら申し上げておりません。 

○議長（岡 弘悟君）答弁願います。先ほど

と多分恐らく同じ質問をされているのだと思

います。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）松浦議員の質問にお答

えします。 

 先ほども申しましたように、私はそういう

捉え方をしています。そういうふうに議事録

にも載っておりますので、撤回するとかとい

う問題ではない。私はそう思っているという

ことでありますので、撤回するつもりはあり

ません。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）私もそういう答弁が来

るかと思って、しっかりビデオを見たんです。

そうしたら、そういうことは言っていません

ので。どうもかみ合わない話になるんですけ
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ども、私は憲法改正については何も言ってい

ません。 

 それで、水かけ論になれば具合が悪いので、

それはそうとして受け取ったとしても、私が

申し上げているのは、学校教育法とか教育基

本法そのとおりに教育がなされていないと。

だから、やりなさいということを言っている

ので、それについてはどうなんですか。 

 例えば、学校教育法は、これ第21条ですが、

我が国の現状と歴史について正しい理解に導

き、我が国と郷土を愛する態度を養うという

ことであれば、そういう厳しい現状にあると

いうことも教えるべきです。また、教育基本

法第５条第２項は、義務教育として行われる

普通教育は、国家及び社会の形成者として必

要とされる基本的な資質を養うことを目的と

して行われるものだというふうに書いてある

んです。 

 そうすれば、日本の現状を見たときに、国

の生存と平和を一体、信頼して任せられるよ

うな状況にはないと、これを教えるべきだと。

つまり、憲法の前文の姿勢と現状とにずれが

あると。ここはやっぱり教えなければ、我が

国の現状と歴史について正しい理解に導きと

学校教育法にあるんですけど、それをしない

ことになるというふうに私は判断しているん

です。いかがでしょう。 

○議長（岡 弘悟君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）それは私と松浦議員の

捉え方の違いやと思っています。私は任命し

ている教育長がしっかりと教育をしていただ

いていると思っていますし、そこを私は間違

っていないと思っていますので、それに対し

て松浦議員は不十分な教育やと言われていま

すけども、私は今、十分にやっておられるの

かなというふうに思いますので、そこの部分

はあくまで平行線になると思いますし、あく

まで新しい教育委員会制度に変わりましたけ

ども、その中で、私も教育総合会議の中に入

っていますけども、法律の根本的なものは教

育長の権限が強いということでありますので、

橋本市の教育をどう進めていくかというのは

私が信頼している教育長が以前にも12月議会

でも答弁しておりますので、私はそのとおり

だと思っています。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）今の状態を、日本の国

を囲む現状、つまり、北朝鮮が核兵器開発計

画を継続していると。潜水艦弾道ミサイルを

準備し実験もしていると。中国が日中の約束

を一方的に破って油田開発をしていると。尖

閣列島の領有権を主張して領空・領海侵犯を

起こしている。周辺諸国の猛反対を押し切っ

て公海を埋め立てて軍事基地をつくっている。

また、原子力空母をつくって世界中どこにで

も行けるような形で軍備を重ねている、拡張

している。 

 原子力空母というのは70年間、燃料の入れ

替えが必要ない、70年間動き続けるという、

そういう空母らしいです。そういう厳しい状

況というのを、事実を知らせる。それが法律

にのっとっているのではないんですか。 

 我が国の現状と歴史について正しい理解を

させると。そういうことを教えないというこ

とは、この法律に反しているとは思いません

か。ご自分の頭で判断してください。僕、今、

教育長と話をしているのではなくて、市長が

そう言われたので、これで本当にいいんです

かということを伺っているんです。 

○議長（岡 弘悟君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）松浦議員の質問にお答

えします。 

 そういうのはやはり、子どもたちもテレビ、

ニュースをみたり、学校でそういう事実を学
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んだり、いろんな場面で、インターネットも

ありますから、そういう部分で学んでくれて

いると思いますし、日本の現状がどうやとい

うことは理解してくれているというふうには

思います。 

 私、その認識、先ほども言いましたように、

私は今、そういうことが学校の中で教育方針

に基づいて教育長がしっかりやっていただい

ているというふうに思っています。そこで、

逆に私から言うとすれば、じゃ、松浦議員が

自分で街頭演説して、そういうことを皆さん

に訴えることというのもできるんじゃないん

ですか。ここでそういう憲法の関係とか、そ

ういう教育基本法がどうやとかという、私は

議論する場ではないと思います。 

 私は一市長であって、そこの国の法律の部

分に関してものを言うというのは、逆にいか

がなものかと思います。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）何か私からいうたら、

むちゃくちゃな議論だと思うんですよ。これ

は自分で教育の最高責任者というかな、そう

いう地位にあるとすれば、これは教えてはい

けないとかいうことを、やっぱり、教えるべ

きだとか、そういう判断というのは自分でで

きなければだめじゃないかなと思います。 

 私が街頭でどうのこうのと、そんなん全然

別の話で、橋本市の教育として、教育基本法

あるいは学校教育法にのっとった教育をして

いないんじゃないかと、現実と憲法の前文の

文言にずれがあると、これ何で教えないかな

と。ずれがないというのであれば、それはそ

れでいいですけども、客観的にずれがある。

それを教えてなぜいけないか。教えるべきだ

と。 

 じゃ、伺いますけども、市長、民主政治と

か民主主義というのはどういうことだとお考

えですか。 

○議長（岡 弘悟君）松浦議員、その質問に

対しては、申しわけないですけど、ちょっと

通告の範囲を超えていると思われますので。

今回は前回の市長の答弁に対する疑問になり

ますので、ちょっと通告の範囲を超えている

と思いますので、質問を変えていただけます

か。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）いや、掘り下げて、原

理原則から考えていかなければ、上辺だけの

話では話がつかないので、そう考える原理原

則、民主主義をどういうふうに捉えているか

と、民主主義はこういうものだと、そういう

ことをやっぱり示してもらって、それで、そ

れにかなっているかどうかということをやっ

ぱり、こういうことをタブーでどこのあれも

出てこないんですけども、やっぱり基本的に

国民を義務教育で教えるということになれば、

そういうことも不可欠だと思うんですけど。 

○議長（岡 弘悟君）松浦議員、恐らく平行

線というか、市長は先ほどから、教育基本法

や学習指導要領に沿って教育をしていただい

ているので、それは市長としての立場として

は教育長がしっかり仕事をしていただいてい

ると。市長としても橋本市の教育というのは

それに従ってやっていただきたいというのが

市長の思い。それに関しては、自分自身は何

らそれについては疑問がないという答弁をさ

れていますので、恐らくその質問でも同じ答

弁になると思います。 

 質問を変えていただけますか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）現実の教育の内容と、

それと日本の置かれた現状と、憲法の趣旨、

そういう前文の趣旨、これとずれがあるかと

かないか、あったら教えるべきじゃないかと、

こういう質問をしておかしいかな。 

○議長（岡 弘悟君）いや、おかしくないで



－182－ 

すね、それは。 

○１番（松浦健次君）問題は、ずれがないと

考えておられるのか、ずれがあるけれども、

そういう事実については教育として言うべき

じゃないというふうに考えておられるのか。

どうでしょう。 

○議長（岡 弘悟君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）松浦議員の質問にお答

えします。 

 先ほどから答弁いたしておりますように、

私は橋本市の教育はしっかりやられていると

いうふうに認識しておりますので、改めてそ

の質問に答える必要はないと思います。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）ずれがあるかないかと、

そういうことに答えられないという、必要が

ないというのはとんでもない話です。教育は

国民を育てる基本的な話でしょう。そこにず

れがある、ないと、そういうことを認識して

いることを、現実を言わないと。それでいい

んだという話だったら、私は納得できません

けど。そこを納得しろというんでしょう。 

 納得できないですけども、じゃ、偏った教

育というのは、僕は偏った教育なんかしろと

言ってないんですよ。それを、偏った、そう

いう教育は押しつけることになって間違いだ

という答弁をされたというのは、どういうこ

となんですか。 

○議長（岡 弘悟君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）松浦議員の質問にお答

えします。 

 やはり、偏った教育というのは、ここの部

分が今間違っているからこっちの教育をやれ

ということ自体、私は偏っていると思ってい

ます。この議場でも自民党の方もおられれば

無所属の方、公明党の方、共産党の方もおら

れて、それぞれの考え方をお持ちであります

し、憲法観も教育観もいろいろ持っていると

思います。 

 そういう中で、これから本当に大切なこと

は、子どもたちがどういうふうに学んでくる

かということだと思います。一方的な考え方、

また、違う考え方もありますから、その中で

やっぱりいろいろと経験をして、いろいろ情

報も収集して、勉強していただくということ

が大切なことだと思っています。 

 ですから、私は松浦議員の考え方だけでは

なくて多様な考え方がありますよというお話

をしているんです。だから、松浦議員の考え

方を私に押しつけられても、私としては、も

う橋本市の教育はしっかりしてくれているの

で、それ以外答えようがないわけです。間違

った教育をしていないということを、先ほど

からなんべんも言っておりますので、もうこ

れ以上の答弁はしません。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）じゃ、私の感想だけで

も言わせていただきます。 

 日本国憲法は国民主権主義、民主制度を基

本原理としております。ということは、全て

は国民が判断するんだと。国民に任せると。

それが国民の意思に基づいて政治を行うんだ

というのが国民主権主義です。そのときに、

これを言うてはいけないとか、あれを言うて

はいけないと、正確な知識を持ってでなかっ

たら、国民は判断できないんです。これを言

ったら誰に得になるかとか、これを言ったら

誰の損になるからやめておけとか、恣意的に

そういう、国民の知識を操作してはだめなん

ですよ。 

 だから、私が言っているのは、事実を言え

と。なぜ教えないかと。民主主義を否定する

ことになる。事実を教えないで、国民に自分

の意思で政治選択をしなさいと言うた場合に
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は、先ほど申し上げた民主主義の制度をねじ

曲げているんです。仮にそういうずれがある

と言うて、国民がそういうふうに、あ、これ

は憲法おかしいなと思って、憲法改正となれ

ば、それはそれで民主政治が正常に機能して

いるということで何にも問題ない。 

 私の考え方を押しつけるのではなくて、押

しつけるのではなくて、事実だけはやっぱり

最低限教えなあかんと、そういう話をしてい

るんです。 

 結構です。 

 次の質問の答弁を願います。 

○議長（岡 弘悟君）次に、質問項目２、自

治基本条例の問題点をただすに対する答弁を

求めます。 

 総合政策部長。 

〔総合政策部長（上田力也君）登壇〕 

○総合政策部長（上田力也君）自治基本条例

の問題点についてお答えします。 

 本条例は、今後急速に進む人口減少、少子

高齢化に対応するため、これからのまちづく

りを市民と行政の協働で行っていくための旗

印として制定をめざしているものです。 

 平成28年12月議会で橋本市自治基本条例策

定委員会条例を議決いただき、そのときいた

だいた附帯決議を踏まえながら、制定に向け

て取り組んでいるところです。 

 現時点の進捗としましては、昨年12月に、

策定委員会がそれまでの議論の結果を中間素

案としてまとめ、１月にかけて意見募集を行

いました。 

 今後、いただいた意見を踏まえ、必要に応

じて修正を加え、条例素案を作成し、年度末

には答申いただけるものと考えています。 

 本条例を制定するメリットとしては、これ

からのまちづくりの基本理念や進め方などを、

地方自治体が定め得る最高規範である条例と

して位置づけることで、今後のまちづくりを

進める上での確たるよりどころが明文化でき

ることが挙げられます。これにより、市民と

行政が同じ方向をめざしてまちづくりに取り

組むことができるようになり、さらに、市と

してはまちづくり活動に取り組んでいる皆さ

んの後押しや、新たな活動の展開などを支援

していけるものと考えています。 

 一方、デメリットとしては、市民、議会を

含む行政には、それぞれ役割が課されること

が一般的です。ただし、新たな義務を市民や

行政に課すといったことは現在考えていませ

んので、制定することによるデメリットはあ

まり考えられません。 

 また、条例を制定しなかった場合について

は、これまでどおりで何も変わらないという

ことであり、これがメリットにもデメリット

にもなると考えます。 

 例えば、デメリットとしては、今後進展す

る人口減少や少子高齢化などによる行政を取

り巻く環境の変化に、これまでの行政の手法

では対応できなくなったときに、まちづくり

の方向性を示すものがないと行政が停滞する

可能性があることが挙げられます。そのため

に、将来を見据えて条例を制定し、協働のま

ちづくりを市全体で進めるといった方向性を

今から打ち出す必要があると考えます。 

 次に、最高法規性を認めることの違憲性に

ついてのおただしですが、策定委員会が作成

した中間素案には、この条例の位置づけとし

て、この条例を尊重し、誠実に順守する旨の

記載があります。この条例は、まちづくりの

基本的な事項を定めるもので、その性質上こ

のように位置づけられたものであり、市民や

市はこの条例を最大限尊重してほしいとの思

いが表れたものです。 

 なお、中間素案では最高法規性や最高規範

性という文言は入っていませんが、この文言

が入っている、または、それを意図している
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他市町村の同様の条例でも、違憲とされた判

例はありません。 

 次に、住民以外を広く市民と認めることの

違憲性については、中間素案の段階では、住

民以外にも、市内に在勤、在学する者や事業

者、市内で活動する個人や団体等も含んだ広

い範囲が市民として定義されています。これ

は、まちづくりには、そこに住む住民だけで

はなく、他の者も協働して取り組む必要があ

るとの思いから定義されたものです。同様の

他市町村の条例が違憲とされた判例もありま

せん。 

 策定委員会には有識者、各種団体、市民公

募委員のほか弁護士の方もいらっしゃいます。

先ほどの最高法規性の問題も含め、策定委員

会で議論いただき、答申いただいた内容を踏

まえ、市としての最終的な条例案を策定して

まいります。 

 議会におかれましては、先んじて議会基本

条例を制定され、議会の基本理念や市民との

関係などを示し、議会が果たすべき役割と進

むべき方向や当該条例が議会の最高規範であ

ることを定められました。 

 市としても、議会基本条例と歩調を合わせ、

（仮称）橋本市自治基本条例、中間素案では、

橋本市の自治と協働をはぐくむ条例としてい

ますが、これを制定し、市民、議会、そして、

行政が力をあわせ、協働してまちづくりに取

り組んでいくための道しるべにしたいと考え

ていますので、今後も議員からの積極的なご

意見、ご提言をお願いします。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君、再質問

ありますか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）まず、前のほうから順

番に伺っていきます。 

 この条例を認めることによって、市民と行

政が同じ方向をめざしてまちづくりに取り組

むことができるようになり、さらに、市とし

てはまちづくり活動に取り組んでいる皆さん

の後押しや、新たな活動の展開などを支援し

ていけるとおっしゃいますが、これがなかっ

たらこういうことはできないんですか。この

条例がなかったら。 

 どこの議会でも、どこの自治体でも、1,700

のうちまだ369しかできてないと、この自治基

本条例は。ほかの自治体はそれなりにいろい

ろ工夫してやっているので、これがなかった

らできないというような問題ではないと思い

ますが、いかがですか。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）おっしゃると

おり、この条例がなければできないというこ

とではないんですけども、壇上からも答弁さ

せていただいていますとおり、基本理念や進

め方を定めるということで、市民と行政が同

じ方向を向いていけるということで、一昨年

の12月議会でこの条例制定に向けて策定委員

会を設置するという、そういう議決をいただ

いたので、現在それに向けて取り組んでいる

というところでございます。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）次々いきます。 

 この条例によって、行政あるいは市民に新

たな義務を課することは考えていませんとい

うお話ですけれども、第10条、第11条、こう

いうふうに書いてある。市民は地域社会の一

員として主体的に地域運営組織の活動に参加

すると。それと、第11条には、自主的に公益

性、非営利性、継続性を持ってまちづくりに

取り組む民間非営利組織は、市、区・自治会、

地域運営組織等と連携してまちづくりに協力

するよう努めると。これは文言からすれば、

そういう義務的なものと認めたように読めま

すが、改善の余地はありませんか。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 
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○総合政策部長（上田力也君）全般的に義務

という、ねばならないという、そういうよう

な思想というのは入っておりません。あくま

でも、例えば第11条であれば、努めるという

ことが市民としての役割というふうに考えて

おります。 

 中間素案ということで、主語であるとか語

尾であるとか、そういったところはもう一度

精査する必要もあろうかとは思いますけども、

できるだけそういう強制という、そういう表

現に受け取られないような工夫というのはし

ていく必要があるのかなというふうには思っ

ております。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）特に第11条なんかでも、

非営利組織と、いろんな団体があるんですけ

ども、協力するよう努めるというふうなこと

であれば、いろんな団体の自主性というのを

侵す、あるいは抑える、事実上の影響がある

ので、協力するよう努めるというような文言

は私は妥当でないと考えます。 

 次にいきます。 

 おっしゃるように、条例の方向性というの

を示すことは大事です。市民も市当局もみん

な一緒になってやりましょうということであ

るが、それは私も賛成なんですけれども、ど

うしてもこの、これまでの、今の答弁により

ますと、今後進展する人口減少や少子高齢化

等による行政を取り巻く環境の変化に、これ

までの行政の手法では対応できなくなったと

きに、まちづくりの方向性を示すものがない

と行政が停滞する可能性があると。 

 これ、勝手に、今までのとおりのことをや

っていけばそうなるけれども、社会の変化に

適切に対応すれば、別にこの条例がなかった

もいいように思うんですけども、ほかの1,400

余りの自治体というのはそういうふうにやっ

ていくつもりなんでしょう。だから、決めつ

けて、これをやらなかったら行政の手法では

対応できなくなるというのは言い過ぎではな

いでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）これからのま

ちづくりの基本的な方向性というのは、市民

協働で行っていくという、これについては議

員も了解をしていただいているのかなという

ふうに思っております。 

 その上で、やはり市民協働というのは実は、

行政からすると、ある意味、相当力が要りま

す。今まで行政だけでいろいろ、例えば発注

業務にしてもやっていけたところを、やっぱ

りこれから、広く市民の方も巻き込みながら

行政をしていくということになってきますの

で、そういうところをこの条例により、職員

もそうですし市民の方にも意識をしていただ

くという、そういう意味では、この条例の制

定の意味合いがあるというふうには思ってお

ります。 

 制定されていない他の自治体においても、

やろうとしている方向は、これからのこうい

う地方都市というのは多かれ少なかれそうい

う方向にはなるとは思うんですけども、やは

りそこで明文化するというか、そういうこと

により、より一層、協働というものが促進さ

れるのではないかというふうに考えておりま

す。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）そうしたら、この条例

がなかったらできないという話ではないとい

うことはお認めになりますね。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）はい。それは

おっしゃるとおり、なければできないという

ことではないと、それは思います。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）次に、最高規範性を認
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めるということも私は違憲だと思うんですけ

ども、そうじゃないよというお話なんです。 

 憲法上は条例については形式的効力の上下

を認めていない。なぜか。やはり、後から、

今の議会で決めて、これが最高規範性だと言

ってしまえば、後の議会が自由にそれに対し

て、おかしなというか、反することはなかな

かやりにくい。だから、後の議会を縛る、何

年後か、また、直後か10年後か、それはわか

らないけれども、後の議会の意思を縛るとい

う意味で枠をはめている。そういうふうにな

ると思うんです。 

 ここで、第15条で条文がありまして、考え

方として、他の条例に対する優位性を規定す

ることはできませんと、これわかっているん

ですよね。優位性を規定することはできませ

んが、橋本市を住みよい豊かなまちにするた

めに、この条例を最大限に尊重し、順守する

ことを述べていると。だから、形式的にはは

っきり言えないけれども、実質的には優位性

を認めたと同じような効果を期待してこの条

文をつくっていると、これは認めているんで

すよね。 

 その辺についてはいかがですか。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）これは壇上よ

りもご答弁させていただいておりますけども、

まちづくりの基本的な事項を定めるもので、

その性質上、このように位置づけられたとい

うふうに答弁させていただいたんですけども、

基本的には、基本条例があって個別条例があ

るとするならば、やはり基本条例というのは、

そもそも規範的なものを定めるということに

なってきますので、それは、この基本条例と

いうのはそもそもそういうものであると。 

 ただ、この基本条例に背くような条例は無

効であるとか、そういうことをはっきりと条

項の中に入れた場合については、これは上下

の関係というのがはっきりと出てくるわけな

んですけども、私ども、この優位性、条例の

上下はないという認識は十分しております。

その上で、順守をしていただくということを

盛り込むということにしております。 

 そんな中で、これは憲法に違反していると

いうふうには、検討委員会のほうではそうい

う理解はしていないというのが実情でござい

ます。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）条例の効力は平等やと。

勝手に上下関係をつけることは憲法は認めて

いない。条例制定権はいつの時代も平等であ

り、仮に形式的効力の上下をつけることは、

先ほど申し上げたように、後の議会を縛るこ

とになると。違憲とされた判例はありません

と言うんですけども、これまだ問題になって、

裁判にもなっていないから、違憲か合憲か争

われていないので、判例がないのは当たり前

なんですけども、これを根拠づけにするとい

うのは、どうも私、納得できないんですけど、

それはそれでいいですよ。結構です。 

 それから、第16条、はぐくむ条例。第17条、

はぐくむ委員会。検証や見直しにあたって、

橋本市の自治と協働をはぐくむ委員会を置く

と。はぐくむ委員会に市民の参画を認めると。

これはプロ市民の入る余地が大いにあるので

はないんでしょうか。今、沖縄等で市民以外

の人間が大勢入って、自分たちの要求を通す

ために、地元を棚上げして、自分らが強引に

いろんなことをやっていると。そういう人間

が入ってくることを防げますか。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）これについて

は、市民の定義をどうとっていくかというこ

とになるのかなと思います。今は市民の定義

をこの委員会としては、市内に在住している

人、市内に在勤、在学する人、市内で活動す
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る人、団体、法人、市内に事業所を置く事業

者というように定義しております。 

 ただ、さらにまちづくりというものを定義

しております。このまちづくりとは、住みよ

い豊かな地域社会をつくるための取り組みと

活動というふうに定義しております。 

 今言われるような松浦議員の話というのは、

反対に、このまちづくりをしていく上で、住

みよい豊かな地域社会をつくらないための取

り組みや活動ということになると思いますの

で、基本的にはそういうような、反社会的な

団体なりということというのは、想定はでき

ないわけではないですけども、この条例の全

体の意図からして、そういう方を市民として

このはぐくむ委員会に招聘するという、そう

いうふうなことは考えていないと思っており

ます。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）いや、どういう形であ

れ、そういう形を装って入ってくる人もやっ

ぱりある場合があれば、それを排除できるよ

うなことはほんまに可能かということも心配

しております。 

 それで、市民の定義が広過ぎるということ

について、また移っていきますが、外国人も

ここでは含むと。大阪でも東京でも、市内で

事業所を置く人、あるいは市内で活動する人、

その人は大阪市民でもあり橋本市民でもあり

と、それはおかしいんじゃないかという話な

んです。 

 民主主義の本質というものは、主権者が意

思を決定すると。それを遂行し、その効果が

自分たち主権者に返ってくると。よいことも

あれば悪いこともある。そういう関係が民主

主義の自治です。これは私が思うだけじゃな

くて、これはもうみんなが認める話なんです。 

 それで、これらの人々が市政に大きな影響

を及ぼして橋本市政が失敗しても、その人た

ちは何の責任も負わないし、何の不利益も負

わない。そういう構造でいいんでしょうかと

いう疑問があります。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）市民の定義は

広くとっております。これは当然のことなが

ら、橋本市に住民票のある方以外に、たくさ

んの方が本市へ来ていただいて、まちづくり

をしていただいております。我々はそういう

方たちと一緒に、これからまちをつくってい

く。これから少子高齢化の時代に入ってきて、

これだけ人も減ってきて、そういう状況の中

でたくさんの人が橋本市を協働していただい

て、それでまた橋本市に住む人が増えればい

いなと、そういうふうに考えるがゆえに、市

民の定義を広くとっております。 

 問題は、この条例の中で、この市民の方に

特別な権限、例えば選挙権であるとか、ある

いは議決権であるとか、そういった特別な権

限を与えようと、特別な権限を規定している

という、そういう条項というのは一つもない

わけで、基本的に、参画をしていただいて意

見を言っていただける、その意見あるいは提

言に基づいて市長が判断して、そして、提案

をしていくと。予算にしても条例にしても、

議決する権利は議会にあるわけですから、決

してそれが違法性があるとか、そういうふう

な形にはならないというふうに考えておりま

す。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）先ほど申し上げたよう

に、民主主義というのは、住民が自分たちの

ことを決めて、それではね返ってくるものも

受け入れる、それが基本的な構造なんですよ。

権限を与えないにしても、いろんな形で、こ

こで、市民を主導するなんて市長も言ってい

ますけど、市政はこれから市民が主導するん

だと、そういうふうに言っているけども、そ
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ういう市民として扱うのは、位置づけするの

はよくないと。民主主義の基本的な理念に反

すると。 

 例えば、憲法第92条、地方自治の基本原則。

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は

地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定

める。ここに言う地方自治の本旨というのは、

住民がやるんだと。しかも、ほかから独立し

て住民が決めるんだと。これが団体自治。地

方自治の一つの要素なんです。これが抜ける

のではないかと私は危惧しております。 

 それと、第93条第２項は、地方公共団体の

長、その議会の議員及び法律の定めるその他

の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接

にこれを選挙する。住民の意思で政治をやっ

ていきましょうと。住民が一堂に会して会議

できないから、代表として市長を選び、議会

を選び、それでやっていくというのが基本原

理なんですよ。ほかの人の意見を入れたらい

かんという話ではなくて、市民としての地位

を与えて、それで大きな影響力を持たせると

いうことは具合が悪いという話です。 

 公職選挙法でも、第９条第２項ですが、日

本国民たる年齢満18歳以上の者で引き続き３

カ月以上市町村の区域内に住所を有する者は、

その属する地方公共団体の議会及び長の選挙

権を有すると。地方自治法第10条第２項、住

民は、法律の定めるところにより、その属す

る地方公共団体の役務の提供を等しく受ける

権利を有し、その負担を分任すると。分担す

るということです。そういう地方自治法の趣

旨に反しているんじゃないかという話です。 

 非居住者に義務はなく、役務の提供を受け

るだけ。負担は分任しないと。こういう内容

になっているということは問題ありと考える

んですけども。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）その意見は以

前にもいただいてはいるんですけども、ただ、

市長がこれから市政運営をしていくために、

市民の方の意見を参考にしながら自らの意思

決定を議会のほうへ上げていくという、これ

については何ら、市民の定義がどうであれ、

市民に権限を与えていない限りは、今と変わ

らない。そういうふうに思っております。 

 ただ、検討委員会の中でも、やはり市民の

定義については、個人レベルでは、今20名い

らっしゃるんですけども、個人レベルでは若

干、同じ見解でもない方もおられますので、

これから素案としてどういう形でいただける

のかというのもまだわかりませんけども、そ

ういったことも考えながら進めていければと

いうふうに思っております。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）市民に大きな影響は受

けないというお話ですけども、今だって市民

のいろんなご意見を伺って、それを参考にし

てやっているんでしょう。 

 ここで、はぐくむ条例では、はぐくむ委員

会は、この条例に基づく諸制度に関する事項

を調査審議し、市長に意見を述べることがで

きると。この条例に基づく諸制度、いろんな

制度について審査して市長に意見を述べると。

これは市当局のする仕事であり、議会のする

仕事なんですよ。この条例に基づく諸制度に

関する事項を調査審議し、そして、市長に意

見を述べる。 

 議会を信頼していないから、こういうこと

になるのか、それとも、議会では不十分だか

ら、こういうことをつくらなきゃだめなんで

すか。市当局も自ら律して、自分たちが決め

たことをきちんとやっているかどうかを検証

できないから、第三者を入れてこれをやろう

としているんですか。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）ここに書いて



－189－ 

ある意味合いといいますのは、やはり、せっ

かく市民協働で条例をつくった後に、この条

例に基づいて市民協働がどれだけ進められて

いるか、進んでいるか、あるいは進んでいな

いとするならばどこに問題点があるか、そう

いった意見を市長に述べてもらうと。あくま

でも判断するのは市長でございますので、こ

の委員会に特別な権限があるというものでは

ないというふうに考えております。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）この制度がうまく運用

されているかどうか、まずそれは市当局が、

自分たちが決めたものだから、これをやって

いるのか、ちゃんといけてるかどうかと、自

分たちの仕事でしょう。また、これは議会の

仕事ですよ。それが頼りないから第三者の委

員会に任せてしまおうと、あるいは外部から

意見をもらおうと、そういうふうに私にはと

れるんですけども、どういう趣旨ですか。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）これはあくま

でも市民協働の進捗等について、これからの

まちづくりについて意見をもらうというふう

に思っておりますので、全く議会を軽視した

ものでもなくて、議会は議会で、調査といい

ますか、市民の皆さまの提言を政策提言に生

かすという、そういうような条例にもなって

いると思いますので、市は市として、この政

策でもある協働というのを進めていくにあた

って、あくまでも提言というか意見をいただ

くという、そういった委員会と位置づけてお

って、あくまでも、市がやるべきことをこの

委員会に任せているということではないと。 

 この委員会というのはまだ、構成について

は規則で定めるというふうになっております

ので、今の段階では明確には言えませんけど

も、この委員会に行政の関係者も入るかもわ

かりませんし、そのあたりというのは最終的

な策定委員会の答申をいただいてからという

ふうになると思います。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）終わります。ありがと

うございました。 

○議長（岡 弘悟君）次に、質問項目３、高

野口斎場委託契約の入札に対する答弁を求め

ます。 

 市民生活部長。 

〔市民生活部長（田中忠男君）登壇〕 

○市民生活部長（田中忠男君）高野口斎場の

入札にあたり見直した内容についてお答えし

ます。 

 今回の指名競争入札にあたり、火葬業務委

託の仕様書を見直した主な点として、旧業者

と新業者の業務の引き継ぎは１週間前から行

うとしていたものを、今回の入札にあたって

は、委託業者に変更があった場合でも十分対

応が可能なように、２カ月前から行うよう内

容を改めました。 

○議長（岡 弘悟君）１番 松浦君の一般質

問は終わりました。 

 これにて一般質問を終結いたします。 

                     

○議長（岡 弘悟君）以上で本日の日程は終

わりました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

（午後０時21分 散会） 

 

                                          

 


